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１．ＣＯＰ27までの経緯 

 新型コロナウイルスの影響で２年ぶりの対面開催となった、2021 年 11 月の第 26 回国連気候変

動枠組条約締結国会議（ＣＯＰ26、以下、国連気候変動枠組条約締結国会議を「ＣＯＰ」という。）

の流れを受けて、2022年 11月６日から 20日にかけて、ＣＯＰ27が開催された。なお、ＣＯＰは、

1992 年に、国連気候変動枠組条約が採択されて以降、同条約に基づき、1995 年から毎年開催され

ている。 

 2015年のＣＯＰ21では、史上初めて、すべての国が参加する 2020年以降の枠組みとして、パリ

協定が採択された。パリ協定は、脱炭素化の流れを加速させるターニングポイントとなった1。また、

産業革命前からの気温上昇を 1.5℃までに抑える等の努力目標も掲げられた。この努力目標は、2021

年のＣＯＰ26 で継続されることになった。さらに、ＣＯＰ26 では、2050 年までの長期目標として

のカーボンニュートラルと、中期目標として、2030年に向けての野心的な気候変動対策が各国に求

められた（図表）。 

 本稿では、ＣＯＰ27開催前からの焦点のうち、ＣＯＰの正式な議題として初めて取り上げられて

話題となった「ロス＆ダメージ（損失と被害2）」と、ＣＯＰ26で最大の注目点であった「石炭火力

発電の段階的削減」に着目し、簡単に内容を紹介する。 

                         
1 信金中央金庫 地域・中小企業研究所 産業企業情報 No.2022-1（2022 年４月 19日発行）の２（１）を参照
（https://www.scbri.jp/PDFsangyoukigyou/scb792022F01.pdf）。 
2 そのほか、「損失と損害」、「責任と補償」、「気候賠償」等、さまざまな呼び方がある。 
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動枠組条約締結国会議（ＣＯＰ26）の流れを受けて、2022 年 11 月６日から 20 日にかけて、Ｃ

ＯＰ27が開催された。本稿では、ＣＯＰ27開催前からの焦点のうち、大きな話題となった「ロ

ス＆ダメージ（損失と被害）」と、ＣＯＰ26で最大の注目点であった「石炭火力発電の段階的削
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 ＣＯＰ27 の最大の注目点は、気候変動による「ロス＆ダメージ」に対する補償が、ＣＯＰの正

式な議題として、初めて取り上げられたことである。交渉は難航したものの、「ロス＆ダメージ」

の補償のための新たな資金による基金（ロス＆ダメージ基金（仮称））の設立が合意された。ア

ントニオ・グテーレス国連事務総長は、これを「正義に向けた重要な一歩」と形容している。 

 気候変動問題が“待ったなし”の喫緊の課題となっている中、2022年 12月７日から 19日まで、

モントリオール（カナダ）にて、生物多様性条約第 15回締結国会議（ＣＢＤ ＣＯＰ15）が開催

される予定である。「生物多様性」は、「気候変動」と両輪と言われることから、ＣＯＰ27 の議

論の結果と併せて、その議論の行方は注目される。 
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（図表）ＣＯＰ27までの主な経緯 

年 
ＣＯＰ名 

（開催地） 
概要 

2015 年 
ＣＯＰ21 

（パリ（フランス）） 

パリ協定の採択。産業革命前からの気温上昇を 1.5℃ま

でに抑えるなどの目標を掲げる。 

2016 年 
ＣＯＰ22 

（マラケシュ（モロッコ）） 
パリ協定の発効。実施指針等を定めることが合意される。 

2021 年 
ＣＯＰ26 

（グラスゴー（英国）） 

パリ協定の細則を詰めた「グラスゴー気候合意」が採択。

石炭火力発電の段階的削減、科学的評価の加速等が盛り

込まれる。また、1.5℃努力目標を継続し、2050 年カーボ

ンニュートラルおよび 2030 年に向けた野心的な気候変

動対策を求める。 

2022 年 

ＣＯＰ27 

（シャルム・エル・シェイク

（エジプト）） 

「ロス＆ダメージ」に対応する基金の設立で合意。気候

変動に脆弱な人々を支援するため、2030年までに達成す

べき 30の成果目標を定めた「シャルム・エル・シェイク

適応行動計画」の立ち上げ。 

（備考）小西（2022）、ＮＥＤＯ（2022）、ＪＥＴＲＯ（2022）を基に信金中央金庫 地域・中小企業研究所作

成 

２．ＣＯＰ27における議論の注目点 

 気候変動による「ロス＆ダメージ」に対する補償は、ＣＯＰの正式な議題として、初めて取り上

げられた。ＷＷＦジャパン（2022）は、「「損失と損害」ＣＯＰと言われたＣＯＰ27」と表現してい

る。なお、本議題は、発展途上国が長年求めつつも、補償に対する無制限な義務を負うことを避け

たい先進国の抵抗で、過去のＣＯＰでは採用されなかった。 

 手塚（2022）によると、今回の議論では、ＥＵは補償での譲歩と引き換えに、発展途上国（特に

中国やインド）に対してＧＨＧ（温室効果ガス）の削減野心度の引上げのコミット（2025年排出ピ

ークアウトや化石燃料の段階的廃止等）を取ろうとしたものの、パリ協定の合意内容を大きく上書

きできるほどの交渉の成果はなかった3。こうした中で、ウクライナ紛争が国際秩序に亀裂をもたら

す中、ＣＯＰ27 での交渉決裂を避けたいＥＵは、「ロス＆ダメージ」の補償のための新たな資金に

よる基金（ロス＆ダメージ基金（仮称））の設立に妥協した4。なお、「ロス＆ダメージ基金（仮称）」

は、アントニオ・グテーレス国連事務総長により「正義に向けた重要な一歩」と形容されている。 

 「石炭火力発電の段階的削減」は、前回のＣＯＰ26において、中国やインド等のＧＨＧ多排出国

の合意が得られず、表現が「段階的廃止」から「段階的削減」にトーンダウンされた。ＣＯＰ27の

議論では、ウクライナ紛争に伴うエネルギー危機が影響して、ＣＯＰ26に引き続き具体的な進展は

見られなかった。ＣＯＰ27 の採択文書では、「排出削減策のない石炭火力の段階的削減への努力を

加速する5」と、ＣＯＰ26の採択文書とほぼ同様の表現に留まっている。 

                         
3 交渉は厳しく、結局会期が１日延長となった。 
4 会期序盤に、ドイツが 1.7 億ユーロの発展途上国への資金援助を表明したことも、先進国の慎重姿勢に変化をも
たらしたという。（太田（2022）） 
5 詳細は、国連ホームページ（https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-
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 なお、ＣＯＰ27 全体の議論を通して、有馬（2022）は、「一言でいえば、グラスゴーは緩和を重

視する先進国の勝利であったのと対照的に、シャルム・エル・シェイクは資金を重視する途上国の

勝利であった。」と明記し、「途上国の勝利」と表現している。 

３．ＣＯＰ27後に向けて 

 パリ協定の努力目標として掲げられた「（気温上昇）1.5度」は、現時点で既に産業革命前から 1.1

度上昇しているため、今後の気温上昇を＋0.4度で抑えなければいけないことを示している。また、

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）によるシナリオ分析では、1.5 度を超えると、将来の

ある時点で「オーバーシュートする（海洋の酸性化、生物の大量絶滅等）」とされる等、今は“正念

場”と言える。「ティッピングポイント（後戻りできない限界点）は、（気温上昇）2.0 度」と予測

するシナリオ分析等もあり、気候変動対策は「待ったなし」の喫緊の課題といえよう。 

 ＣＯＰ27で妥協の上で合意された「ロス＆ダメージ基金（仮称）」は、残念ながら、「貯金箱を作

ることは決まったものの、その貯金箱は実態としてほとんど空っぽのまま（手塚（2022））」になる

ことが懸念されている。また、基金に一定額の拠出があったとしても、有限な基金の資金の分配で

発展途上国の間での争いも懸念されており、先行き不透明感が漂う。さらに手塚（2022）は、「ＣＯ

Ｐ27 は、このパンドラの箱ともいえる「ロス＆ダメージ」の蓋をあけてしまった。これは、「気候

変動枠組条約」と「パリ協定」の行く末を左右する、大きな鬼門になるかもしれない。」とも指摘し

ている。有馬（2022）も、「途上国の高揚感が失望に変わる可能性も」と懸念を示している。 

 2022年 12月７日から 19 日まで、モントリオール（カナダ）にて、生物多様性条約第 15 回締結

国会議（ＣＢＤ ＣＯＰ15）が開催される予定である。「生物多様性」は、「気候変動」と両輪と言わ

れることから、ＣＯＰ27の議論の結果と併せて、その議論の行方は注目される。 
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